
様式第７号（第１５条関係） 

 

    

入札参加資格制限措置入札参加資格制限措置入札参加資格制限措置入札参加資格制限措置のののの概要概要概要概要    

 

 

１．対象業者の商号又は名称（代表者名）及び住所 

 

２．措置期間 

平成２２年１０月２１日～平成２４年１０月２０日（２４か月） 

 

 

 

３．事実概要 

  貴社を含む４社は、福島県、国土交通省関東地方整備局及び国土交通省近畿地方整備局が発

注するプレストレスト・コンクリートによる橋梁の新設工事において、それぞれ独占禁止法第

３条の規定（不当な取引制限の禁止）に違反するとして、平成２２年９月２１日、公正取引委

員会から審判審決を受けた。 

 

 

４．措置理由 

  上記のことが、本町建設工事等入札参加資格制限措置要綱別表第２の２（独占禁止法違反行

為）に該当するため。 

 

 

 

【入札参加資格制限措置要綱別表第２の２】 

 

 
 

商号又は名称（代表者名） 株式会社富士ピー・エス（代表取締役社長 長尾徳博） 

住          所 福岡県福岡市中央区薬院１－１３－８ 

措  置  要  件    期  間    

（独占禁止法違反行為） 

２ 業務に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１項第１号に違反

し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められると

き。    

 

当該認定をした日から 

12か月以上24か月以内    

    

問 い 合 わ せ 先  

矢吹町総務課管財契約チーム 

福島県西白河郡矢吹町一本木１０１ 

（電話）０２４８－４２－２１１１ 

 


